
 

令和６年度決算に基づく健全化判断比率 

 

１　健全化判断比率 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和

６年度決算に基づく伊勢原市の健全化判断比率を次のとおり報告します。 

（単位：％） 

備考　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来

負担比率が算定されない場合は、「－」を表示しています。

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

 － － ６．７ ３１．９



 

　　　令和６年度伊勢原市公共下水道事業会計決算に基づく資金不足比率 

 

 １　資金不足比率

　　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令

 和６年度決算に基づく伊勢原市の資金不足比率を次のとおり報告します。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

 　　備考　資金不足額がない場合は、「－」を表示しています。

 

 公営企業会計の名称 資金不足比率

 公共下水道事業会計 －



【令和６年度決算に基づく健全化判断比率等】       《参考資料》 

 

 早期健全化基準 ････自治体の自主的な改善努力による財政健全化を図るた

め、①から④のうち、１つでも基準以上となった場合、財政健全化計画を議会

の議決を経て策定し、総務大臣に報告します。 

 財政再生基準 ････国の関与による確実な再生を図るため、①から③のうち、

１つでも基準以上となった場合、財政再生計画を議会の議決を経て策定し、総

務大臣に報告します。 

※ 一般会計等････本市の場合、一般会計に用地取得事業特別会計を加えたもの。 

単位(％) 

 

 公営企業の経営健全化基準 ････公営企業の自主的な改善努力による経営健全

化を図るため、公営企業会計ごとに算定した資金不足比率が基準以上となっ

た場合、経営健全化計画を議会の議決を経て策定し、総務大臣に報告しま

す。 

　　なお、地方財政健全化法上の資金不足比率の対象となる会計は、伊勢原市

の場合、公共下水道事業会計です。 

単位(％) 

 
区分 指標の説明

伊勢原市

の比率

早期健全

化基準

財政再生

基準

 

①実質赤字比率

一般会計等を対象とした

実質赤字の標準財政規模

に対する比率

－ 12.35 20.0

 

②連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質

赤字（又は資金不足額）

の標準財政規模に対する

比率

－ 17.35 30.0

 

③実質公債費比率

一般会計等が負担する元

利償還金及び準元利償還

金の標準財政規模に対す

る比率

6.7 25.0 35.0

 

④将来負担比率

　一般会計等が将来負担

すべき実質的な負債の標

準財政規模に対する比率

31.9 350.0

 

資金不足比率

公営企業における資金

不足額の、事業規模に

対する比率

－
(経営健全化基準) 

20.0



実質公債費比率
区分 決算額（単位：千円，％） 左の内訳

公債費充当一般財源等（繰上償還額及び満期一括地方債の
元金に係る分を除く)（１）
満期一括地方債の１年当たりの元金償還金に相当するもの
（年度割相当額）等（２）
公営企業債の財源に充てたと認められる繰出金（３） 571,170
一部事務組合等の起こした地方債の償還に充てたと認めら

実質赤字比率 れる補助金又は負担金（４）
区分 決算額（単位：千円，％） 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（５） 171,357

繰上充用額（Ａ） 0 一時借入金の利子（６） 719
支払繰延額（Ｂ） 0 災害復旧費等に係る基準財政需要額（７） 1,152,534
事業繰越額（Ｃ） 0 （７）で準元利償還金に係るもの（８） 368,185
標準財政規模（Ｄ） 21,516,568 事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費（９） 16,397

実質赤字比率（(A)+(B)+(C))/(D) － （９）で準元利償還金に係るもの（１０） 282,269
連結実質赤字比率 密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金（１１） 0

区分 決算額（単位：千円，％） 密度補正により基準財政需要額に算入された準元利償還金
（地方債の元利償還金を基礎として算入されたものに限る）（１２）

小計（（（１）～（６））－（（７）～（１２）））【Ａ】 1,063,582 R4年度 8.497 
標準財政規模（１３） 21,516,568 R5年度 6.387 
（７）～（１２）の額（１４） 1,819,385 R6年度 5.400 

小計（１３）－（１４）　【Ｂ】 19,697,183

実質公債費比率（単年度）【Ａ】／【Ｂ】×１００ 5.400
将来負担比率

区分 決算額（単位：千円，％） 左の内訳
令和６年度末一般会計等の地方債現在高（１） 18,686,881

債務負担行為に基づく支出予定額（２） 2,889,616
一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に対する一般会計等負担見込額（３） 8,050,227
組合等の地方債の元金償還に対する本市の負担見込額（４） 886,825
退職手当支給予定額のうち一般会計等負担見込額（５） 2,786,696
設立法人の債務等に対する一般会計等負担見込額（６） 0
連結実質赤字額（７） 0
組合等の連結実質赤字相当額のうち本市の一般会計等の負担見込額（８） 0

令和６年度末充当可能基金現在高（９） 2,448,996
充当可能な特定の歳入見込額（１０） 6,682,918
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額（１１） 17,869,077

小計（将来負担額－（（９）～（１１）））【Ａ】 6,299,254
標準財政規模（１２） 21,516,568
災害復旧費等に係る基準財政需要額（１３） 1,152,534
（１３）で準元利償還金に係るもの（１４） 368,185
事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費（１５） 16,397
（１５）で準元利償還金に係るもの（１６） 282,269

（１）～（７）の額【Ａ】 3,536,369 密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金（１７） 0
標準財政規模　【Ｂ】 21,516,568 密度補正により基準財政需要額に算入された準元利償還金

連結実質赤字比率【Ａ】／【Ｂ】×１００ － （地方債の元利償還金を基礎として算入されたものに限る）（１８）

小計（標準財政規模（１２）－算入公債費等（１３）～（１８））【Ｂ】 19,697,183

将来負担比率【Ａ】／【Ｂ】×１００ 31.9

令和６年度
実 質 赤 字 比 率
（ ％ ） －

健全化判断比率の状況
連結実質赤字比率
（ ％ ） － 1,872,419 （３）の内訳

決算額
（千円）

市町村コード 142140
実 質 公 債 費 比 率
（ ％ ） 6.7 0 公共下水道事業 571,170

市町村名 伊勢原市
将 来 負 担 比 率
（ ％ ） 31.9 

267,302

（５）の内訳
決算額
（千円）

国営事業等負担金 0
資金不足比率

（％）
0 その他の事業 171,357

実
質
収
支

一
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計
等

一般会計及び用地取得事業特別会計（１） 2,106,816 ３
ヵ
年
平
均

分
母

資
金
余
剰
額

法
適
用

公共下水道事業会計（２） 1,021,982 －

実質公債費
比率 6.7 

（３）の内訳
将来負担額
（千円）

国民健康保険特別会計（３） 88,336

公共下水道事業 8,050,227
介護保険特別会計（４） 314,779

後期高齢者医療事業特別会計（５） 4,456

（６）の内訳
負担見込額
（千円）

伊勢原市土地開発公社 0

伊勢原市事業公社 0

0

（注）令和６年度は，全ての会計において黒字となっています。
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